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本年度も７月１日から、「全国安全週間」が実施されます。 
 全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「産業界における自主的な

労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定

着を図ること」を目的として、一度も中断することなく全国各地で実施され、本年

は８６回目を迎えます。 
 全国の労働災害の発生状況を見ると休業４日以上の災害が、平成２１年までは長

期的には減少傾向で推移してきておりますが、平成２２年から３年連続の増加とな

っております。また、当局の休業４日以上の労働災害の発生状況を見ますと、平成

２４年は２，００５件と前年に比べ４件（0.2%）と僅かではありますが増加となり

ましたが、特に本年に入り死亡災害が１月から４月末までで９人と前年と比較し６

人の大幅な増加となっており、誠に憂慮すべき状況にあります。このため新たな死

亡災害の発生に歯止めをかけるとともに、労働災害の発生件数を大幅に減少させる

ことが最も重要となっています。 
 労働災害を防止するためには、トップから安全衛生の担当者、労働者までの事業

場の全員が現場を確認し、機械設備の安全基準や作業手順などの基本的なルールを

守るという、原点に立ち返ることが必要であり、そのことによって労働者の安全を

確保し、労働災害ゼロを目指していく必要があります。 
 このような観点から、平成２５年度の全国安全週間は、 
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をスローガンとして展開することになりました。 
 各事業場におかれましても、全国安全週間を契機として、労働災害防止の重要性

について認識をさらに深めていただき、それぞれの職場において、トップから第一

線の現場に至るまで全員で日頃の安全点検を行い、その取組を前進させるよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 
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